
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課

滋賀県
公務員獣医師の業務

【公衆衛生】



みなさんの生活に密着した業務

・飲食店
・スーパー
・水道水
・焼き肉

・プール
・クリーニング
・理・美容所
・旅館
・温泉
・銭湯

・コロナウイルス
・インフルエンザ

・ペットショップ
・ペットホテル
・トリミング
・保護犬、猫

衣食住に関連して国民の健康な生活を守っています



なぜ獣医師が必要なのか？
• 獣医師法（獣医師の任務）

第１条 獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の

獣医師をつかさどるところによって、動物に関する保健衛生

の向上及び畜産業の発達を図り、合わせて公衆衛生の向上に

寄与するものとする。

• 公務員獣医師が担う公衆衛生等（例）
所管する法律 目的 資格

食品衛生法、と畜場法 国民の健康の保護を図ることを目的とする 食品衛生監視員
と畜検査員

狂犬病予防法 公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図るこ
とを目的とする

狂犬病予防員

動物の愛護及び管理に関
する法律

人と動物の共生する社会の実現を図ることを目
的とする

食品衛生監視員

旅館業法 公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを
目的とする

環境衛生監視員

感染症法 公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とす
る

医薬品、医療機器法 保健衛生の向上を図ることを目的とする 薬事監視員



滋賀県行政組織図

獣医師が配属される部署

畜産課 畜産技術振興センター

家畜保健衛生所

動物保護管理センター

食肉衛生検査所

健康福祉事務所
（６保健所）

知事 副知事 知事公室

健康医療福祉部

農政水産部

…
… 生活衛生課

食の安全推進室

健康危機管理課

健康福祉政策課

…
…

衛生科学センター



長浜保健所高島保健所

彦根保健所

東近江保健所

甲賀保健所

食肉衛生検査所

動物保護管理センター

衛生科学センター
食の安全推進室（監視指導係）

生活衛生課
食の安全推進室（企画係）

草津保健所

勤務地の所在地



４人程度２人程度

１．生活衛生課

仕事の概要

管理・営業係 食の安全推進室

・動物の愛護及び管理に関する法律
・滋賀県動物の保護および管理に関する条例
・滋賀県動物愛護管理推進計画
・化製場法

・衛生６法
（理・美容師法、クリーニング業法、
興行場法、旅館業法、公衆浴場法）

・滋賀県遊泳用プール条例

・食品衛生法
・滋賀県食の安全・安心推進条例
・滋賀県食品衛生基準条例
・食品衛生監視指導、計画
・食中毒、不良食品に関する業務
・ふぐ、ジビエに関する業務

・広域食品製造施設等の専門監視
・HACCP
・滋賀県HACCP適合証明制度
・滋賀県食品高度衛生管理認証
（S-HACCP)



２．食肉衛生検査所

仕事の概要

11人程度

・と畜検査
・食鳥処理場の監視指導
・食肉衛生指導、HACCPに基づく衛生指導
・輸出食肉の認定、証明事務
・食肉中の残留有害物質検査
・精密検査（微生物検査、病理検査、理化学検査、BSE検査）

【具体例】
・と畜場で処理される家畜を一頭ごとに検査
・食肉の衛生的な解体処理を指導



仕事の概要

・動物の愛護及び管理に関する法律
・狂犬病予防法
・滋賀県動物の保護および管理に関する条例

【具体例】
・動物愛護および適正飼育などの啓発
・犬猫の苦情、引き取り、返還
・収容動物の健康管理、処分（譲渡を含む）
・動物取扱業の登録、指導
・特定動物（ワニ、ヘビなどの危険動物）の飼養許可

５人程度

３．動物保護管理センター



４．健康福祉事務所（保健所）

仕事の概要

１～２人程度

・食品関係営業（飲食店、食品製造所など）の許認可、監視指導、収去検査
・生活衛生６業種（理・美容所、旅館業など）の許認可、監視指導
・水道、温泉、遊泳用プールなどの許認可、監視指導
・化製場、食鳥処理場の許可
・狂犬病予防、動物愛護管理

【具体例】・飲食店の営業許可の仕事
・飲食店などの監視
・食中毒予防啓発、HACCPに沿った衛生管理推進、
講習会など



５．衛生科学センター

仕事の概要

・感染症に係る微生物検査
・食品に係る微生物検査
・環境衛生、水道に係る検査
・農産物の残留農薬、遺伝子組み換え食品、食品添加物の検査
・感染症情報、危機管理に係る情報の収集・解析・提供・研修
・調査、研究

３人程度



滋賀県職員の獣医師が歩む道
(公衆衛生) 

職員によって歩む道は様々…

県庁

保健所

食肉衛生

検査所

動物保護

管理セン

ター

Aさん

県庁

保健所

食肉衛生

検査所

動物保護

管理セン

ター

Bさん

県庁

保健所

食肉衛生検

査所

動物保護管

理センター

衛生科学セ

ンター

Cさん

・目立たないけれど、食品衛生、環境衛生、動物行政、

薬事衛生などを通して国民の生活、健康を守っています！

・公衆衛生全般のスペシャリストとしてぜひご活躍を

期待しています！

得意分野を深める人 幅広く業務にあたる人


